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関東支店　スタッフさんの作品

毎月20日は安全の日! Vol. 226
トーコー　リスク管理部　安全衛⽣課 2019年10⽉20⽇

★今⽉の安全衛⽣川柳〜ながらスマホは非常にキケン!⼈を歩く凶器にもしてしまいますね。

自動車を　走る凶器に　するスマホ

もちろん⾃転⾞運転者や歩⾏者も、「ながらスマホ」に注意︕
⾃転⾞運転中のスマホ等の使⽤は道交法違反。歩⾏者が歩きスマホで相⼿にけがをさせた場合も過失傷害に問われること
があります。何より「ながらスマホ」をしていた当の本⼈が⼤ケガや最悪の場合、命を落としてしまうことさえあるのです。
「ながらスマホ」は、非常にキケンです。スマホは時間と場所を考えて活用しましょう!

「ながらスマホ」などによる事故が増加
2018年のスマホ使⽤等に起因する交通事故の件数
は、2013年と⽐べて約1.4倍に増加。交通事故全
体の件数が減少する中、スマホ使⽤の事故は増加し
ているのです。

スマホ「ながら運転」反則⾦、普通⾞3倍に
違反点数、反則⾦は約３倍に引き上げされます。12⽉施⾏。

1秒間 目を離したすきに進む距離
左の表は、⾞等を運転中に1秒間前⽅から目を離したすき
に進む距離です。時速40kmでは約11m、80kmであれば
22ｍ進んでしまいます。追突事故などはこのすきに発⽣して
いるのです。


